
１．開会

２．委嘱状交付

３．健康福祉部長挨拶

４．会長・副会長選任

５．会長挨拶

６．議題

(1) 令和6年度菊池市国民健康保険特別会計決算見込み及び実施状況
について

(2)菊池市国民健康保険税について
(3)その他

７．閉会

令和7年度第１回菊池市国⺠健康保険事業の運営
に関する協議会

日時：令和7年8月5日（火）19時00分から

場所：菊池市役所1階 101会議室



 会議メモ  



（単位：円）
予算額 決算見込み額 差額
1,028,506,000 1,039,181,201 10,675,201

401,000 459,960 58,960
5,431,000 5,431,000 0

4,349,515,000 4,349,515,951 951
4,191,439,000 4,191,439,951 951

158,076,000 158,076,000 0

40,000 39,881 △ 119
繰入金 666,425,000 642,558,664 △ 23,866,336

464,883,000 460,558,664 △ 4,324,336

201,542,000 182,000,000 △ 19,542,000

3,838,000 3,838,672 672
諸収入 31,429,000 33,459,910 2,030,910

6,085,585,000 6,074,485,239 △ 11,099,761
予算額 決算見込み額 差額

43,752,000 42,678,159 1,073,841
4,249,188,000 4,242,266,854 6,921,146

3,632,221,000 3,631,225,199 995,801

600,236,000 599,489,597 746,403

15,004,000 10,072,058 4,931,942

1,640,000 1,480,000 160,000

87,000 0 87,000

1,709,233,000 1,709,231,356 1,644
1,000 0 1,000

66,515,000 64,640,177 1,874,823
40,000 39,881 119

113,000 63,697 49,303
11,743,000 11,247,347 495,653
5,000,000 0 5,000,000

6,085,585,000 6,070,167,471 15,417,529

一般会計繰入金 ②

歳
入

歳
出

合  計

高額療養費 ①②
出産育児諸費 ①②

公債費

合  計

国庫支出金 ③
県支出金

普通交付金 ④
特別交付金 ④

共同事業拠出金

総務費
保険給付費

療養諸費 ①②③

葬祭諸費 ①

予備費

傷病手当諸費

保険事業費 ②

諸支出金

【歳入】6,074,485,239円ー【歳出】6,070,167,471円＝【差引額】4,317,768円

基金積立金

基金繰入金 ⑤
繰越金

財産収入

使用料及び手数料
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③

国
基盤安定負担金

5,752万円

熊本県

菊池市
（一般会計）

基盤安定負担金
1億9,239万円

菊池市
（国保特別会計）

④

納付金
17億923万円

普通交付金 特別交付金
（保険給付の費用等） 1億5,808万円

41億9,144万円

繰入金
４億6,056万円

被保険者
（加入者）

R6：10,492人

①

国保税
10億3,918万円

療養費、高額療養費、
出産育児一時金、

葬祭費、はりきゅう
4,953万円

医療機関
（病院・薬局等）

医療費を払う
（自己負担分）

診療を行う

国保連合会
（審査委員会）

国庫支出金
543万円

審査支払手数料
1,052万円

保険給付費 健診費用
41億8,390万円 4,079万円

令和6

保険事業特別会計概要

菊池市国保基金
2億378万円

 

2,189万円

④
①

②

基金繰入金
1億8,200万円

①

②

議題１
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〇歳出の状況 

 総務費  

国⺠健康保険の事業を運営するための⼀般事務費。 
表 1                                                                                               （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
総務費 31,220,301 33,407,985 34,398,105 34,912,620 42,678,159 

 
①レセプト点検 保険医療機関等からの診療報酬明細書（レセプト）に記載されている事項を点検・審査す

る。⼀次点検を審査⽀払機関である熊本県国⺠健康保険団体連合会で⾏い、審査⽀払後に
市町村で二次点検を⾏う。 

②医療費通知送付 被保険者に実際にかかった医療費と健康に対する認識を深めていただくため、医療費通知
を３回送付した。 のべ 17,535 世帯 のべ 23,047 通 

③ジェネリック医薬
品利用差額通知送付 

被保険者のうち医療機関や薬局から薬をもらっている方で、ジェネリック医薬品に切り換
えた場合の自己負担額の削減額が大きい方を対象に、ジェネリック医薬品差額通知を送付
した。 345 通 

④システム改修 保険証廃止に係る（資格確認書や加入者情報通知の発⾏）システム改修。 
⑤運営協議会 菊池市国⺠健康保険運営協議会委員の報酬や費用弁償 

第 1 回 令和 6 年７月 16 日  
 菊池市国⺠健康保険事業特別会計決算見込み及び予算、マイナ保険証について等 
第２回 令和 6 年 8 月 23 日 
 菊池市国⺠健康保険事業特別会計決算に伴う⾚字の状況について 等 
第 3 回 令和６年９月 30 日 
 国⺠健康保険事業特別会計の⾚字収⽀の解消方法について（諮問）等 
第４回 令和６年 10 月 16 日 
 国⺠健康保険事業特別会計の⾚字収⽀の解消方法について（答申）等 
第５回 令和７年３月 12 日 
 菊池市国⺠健康保険事業計画（案）、予算（案）について等 

グラフ 1 
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総務費
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 保険給付費  

・療養給付費 
  医療費の保険者負担分（本人負担（２割・3 割）以外）。 
・療養費 
  接骨院での柔道整復等の施術やコルセットなどの治療用装具、緊急等やむを得ない受診などに係る給付。 
・移送費 
  疾病又は負傷により移動することが著しく困難、緊急その他やむを得ない場合で、入院治療や転院を要する場 

合の患者の移送に係る給付。 
表２                                                     （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
療養給付費・療養費 3,878,998,585 4,048,365,428 3,893,614,860 3,838,372,033 3,620,706,607 

移送費 0 64,040 0 120,671 0 
医療費／人（市） 423,117 446,990 448,117 462,690 455,328 
医療費／人（県） 422,045 445,050 456,724 471,565 未公表 

グラフ２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・高額療養費 
  同じ人が同じ月内に、同じ医療機関等で限度額を超えて⼀部負担金を⽀払ったときに、その超えた分の⼀部負 

担金相当分。 
表３                                                     （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
高額療養費 654,843,889 649,166,395 611,689,224 620,668,558 599,489,597 
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R2 R3 R4 R5 R6(見込)

(単位：億円) 療養給付費・療養費及び1人あたり医療費

療養給付費・療養費 1人当たり医療費（市） 1人当たり医療費（県）

（単位：万円）

(年度)
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グラフ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・出産育児⼀時金 
  被保険者が出産したときに世帯主に対して出産育児⼀時金（子ども 1 人につき 50 万円）を⽀給するもの。 
・葬祭費 
  被保険者が死亡したときに、葬儀を⾏った人に対して葬祭費（2 万円）を⽀給するもの。 
・傷病手当金【令和２年度から】 
  給与等の⽀払いを受けている被保険者が、令和２年１月１日から令和５年５月７日の間で新型コロナウイルス 

感染症に感染、又は感染が疑われ、労務に服することができないときに傷病手当金を⽀給するもの。※２年間申 
請可能。 

表４                                                       （単位：円） 

 
出産育児⼀時金 葬祭費 傷病手当金 

人数 金額 人数 金額 人数 金額 
R2 55 人 22,956,890 円 76 人 1,520,000 円 0 人 0 円 
R3 50 人 20,801,428 円 81 人 1,620,000 円 2 人 23,509 円 
R4 31 人 12,969,162 円 84 人 1,680,000 円 48 人 1,381,763 円 
R5 48 人 23,382,355 円 82 人 1,640,000 円 2 人 153,550 円 

R6(見込) 22 人 10,072,058 円 74 人 1,480,000 円 0 人 0 円 
 
・審査⽀払手数料 
  診療報酬明細書（レセプト）等の審査等に係る手数料。 
表５                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
審査⽀払手数料 10,857,772 11,305,787 11,232,421 10,945,116 10,518,592 

 

 国⺠健康保険事業費納付金  

 県が国⺠健康保険事業に要する費用に充てるため市町村から徴収するもので、医療給付等の見込を⽴て、市町村
ごとの年齢構成の差異を調整した後の医療費水準と所得水準を考慮して市町村ごとに決定したもの。 
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R2 R3 R4 R5 R6(見込)

(単位：億円) 高額療養費

(年度) 
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表６                                                       （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
納付金 1,858,690,199 1,730,150,980 1,729,369,249 1,699,464,698 1,709,231,356 

グラフ４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 保険事業費  

◆特定健康診査等事務費 
 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）により、保険者が 40~74 歳の被保険者を対象とし
て、毎年度実施する内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した検査項目での健康診査の実施に関す
るもの。 
表７                                                     （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
特定健康診査等事務費 18,692,955 26,932,498 24,098,554 23,347,396 22,684,810 

◆特定健康診査受診率 
表８ 

 対象者 受診者 受診率 
R2 8,396 人 2,147 人 25.6％ 
R3 8,272 人 2,917 人 35.3％ 
R4 7,852 人 2,887 人 36.8％ 
R5 7,469 人 2,822 人 37.8％ 

R6(仮) 7,139 人 2,892 人 40.5％ 
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(単位：億円) 納付金

※R6(仮)は令和７年７月末現在（11 月頃確定） 

(年度) 
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グラフ５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆特定保健指導実施率 
 保険者が特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度実施する、動機付け⽀援、
積極的⽀援をいう。 
表９ 

 
動機付け⽀援 積極的⽀援 合計 

対象者数 実施者数 実施率 対象者数 実施者数 実施率 実施率 
R2 235 人 200 人 85.1％ 101 人 74 人 73.3％ 81.5％ 
R3 276 人 239 人 86.6％ 149 人 115 人 77.2％ 83.3％ 
R4 263 人 215 人 81.7％ 118 人 82 人 69.5％ 78.0％ 
R5 249 人 212 人 85.1％ 108 人 68 人 63.0％ 78.4％ 

R6(仮) 226 人 160 人 70.8％ 102 人 56 人 54.9％ 65.9％ 
※R6(仮)は令和７年７月末現在（11 月頃確定） 

グラフ 6 
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◆保健衛生普及費 
健康の維持増進のために⾏う事業に要する経費。 

表 10                                                     （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
保険事業費 32,789,363 35,780,693 36,885,820 39,527,414 41,955,367 

 
①特定健診の受
診率向上対策 

・未申込の方に年代や健診受診歴等から AI で分析し、タイプ別に効果のある文言で勧奨通知を 
送付した。 

・申し込んだが受診しなかった方に架電し再度日程を調整した。 
・申し込みに二次元コードを活用し、24 時間申請受付を可能にした。 
・定期的に検査を受けておられる方へ検査結果の情報を提供してもらい、受診とみなす「みな

し健診」を県内の医療機関で実施できるようになった。 195 件 
②ジェネリック
医薬品利用促進 

資格確認書切替え時にジェネリック医薬品利用促進用シールを同封した。 

③国⺠健康保険
制度周知啓発 

国⺠健康保険制度の周知啓発のため、「国保のてびき」を作成し、資格確認書切替え時に同封し
た。 

④健康づくり⽀
援事業 

生活習慣病の予防、健康寿命の延伸を見据えつつ、現在の自分の健康ニーズに合ったコースを
選択し、食事や運動の取組を開始した。菊池養生園に委託。短期運動教室、ジョギング＆ウォー
キングセミナー等各種セミナー。 

⑤健康づくり継
続⽀援事業 

10 年後の自分を見据えた健康づくり等を目的として実施。菊池養生園に委託。血液スッキリコ
ース、筋力 UP コース、LINE を使った健康づくり⽀援。 

⑥人間ドック 市が契約する医療機関での人間ドック受診について、費用の 7 割（上限 25,000 円）を助成す
る。 

⑦はり・きゅう 市の指定を受けたはり・きゅう院利用について、1 回当たり 1,000 円を補助する。 
表 11 

 
人間ドック はり・きゅう 

件数 金額 件数 金額 
R2 668 件 15,434,372 円 1,326 件 1,326,000 円 
R3 773 件 19,088,500 円 1,285 件 1,285,000 円 
R4 764 件 18,258,450 円 1,568 件 1,568,000 円 
R5 757 件 18,174,670 円 1,469 件 1,469,000 円 

R6(見込) 734 件 17,702,650 円 1,698 件 1,698,000 円 
 

 基金積⽴金  

 国⺠健康保険基金への積⽴金。 
表 12                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
基金積⽴金 106,734,286 72,195 59,728 27,429,001 39,881 
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 公債費  

 ⼀時的に金融機関から借り入れを⾏ったときの利子相当分。 
表 13                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
公債費 263 1,862 3,944 3,945 63,697 

 

 諸⽀出金  

 過年度の国⺠健康保険税にかかる還付金や国・県⽀出金の精算の結果返還が発生する場合の償還金。 
表 14                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
還付金 6,581,242 5,864,944 5,291,653 7,687,289 6,622,347 
償還金 1,224,000 3,955,000 1,825,000 4,772,000 4,625,000 
繰出金 0 0 27,000 0 0 
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〇歳入の状況 

 国⺠健康保険税  

 国⺠健康保険事業の費用に充てるため、世帯主から徴収する。 
◆国⺠健康保険税 
表 15                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
現
年
度 

調定額 1,197,241,100 1,158,800,500 1,164,185,400 1,070,537,200 1,049,237,400 
収納額 1,140,720,348 1,110,649,550 1,126,689,755 1,034,021,068 1,006,431,820 
収納率 95.27％ 95.84％ 96.77％ 96.58％ 95.92％ 

過
年
度 

調定額 426,648,678 375,051,995 339,379,710 276,415,167 260,048,250 
収納額 69,886,863 63,753,824 55,954,741 38,162,630 32,749,381 
収納率 16.38％ 16.99％ 16.48％ 13.80％ 12.59％ 

合
計 

調定額 1,623,889,778 1,533,852,495 1,503,565,110 1,346,952,367 1,309,285,650 
収納額 1,210,607,211 1,174,403,374 1,182,644,496 1,072,183,698 1,039,181,201 
収納率 74.54％ 76.56％ 78.65％ 79.60％ 79.37％ 

調定額／人 88,087 87,373 90,954 87,990 90,016 
調定額／世帯 153,593 150,293 153,499 146,960 148,250 

※1 人当たり及び１世帯当たり調定額は現年度分で介護分を除く 
グラフ７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆菊池市国⺠健康保険税率 
表 16 

区分 医療分 ⽀援金分 介護分（40~64 歳） 
所得割 8.0％ 2.5% 2.0% 

均等割（1 人につき） 28,000 円 7,800 円 10,000 円 
平等割（１世帯につき） 25,000 円 7,500 円 7,000 円 

課税限度額 650,000 円 240,000 円 170,000 円 

74.54%
76.56%

78.65% 79.60% 79.37%
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(単位：億円) 国⺠健康保険税

調定額 収納額 収納率

(年度)

10



（例１）42 歳夫(課税所得 150 万円)、42 歳妻（課税所得 150 万円）、15 歳・13 歳（課税所得 0 円）の４人世帯 
    ⇒ 577,700 円 
（例２）70 歳夫(課税所得 70 万円)、70 歳妻(課税所得 70 万円)、の２人世帯 
    ⇒ 251,100 円 
（例３）30 歳（課税所得 0 円）の１人世帯 
    ⇒  20,400 円 ※7 割軽減該当 
（例４）42 歳夫(課税所得 400 万円)、42 歳妻(課税所得 350 万円)、15 歳・13 歳（課税所得０円）の 4 人世帯 
    医療分：737,000 円 ⽀援金分：226,100 円 介護分：176,900 円 合計 1,140,000 円 
    ⇒ 本来 1,140,000 円だが、⽀援金分以外が限度額を超えているため調整し、1,046,100 円となる。 
◆法的軽減措置 
 前年所得が基準を下回る世帯は均等割、平等割の７割・５割・２割を軽減する。 
表 17                                                             （単位：世帯） 

 
 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 

７割軽減 32.2％ 34.0％ 33.6％ 34.3％ 34.0％ 
５割軽減 16.7％ 15.5％ 15.2％ 15.4％ 15.3％ 
２割軽減 11.0％ 10.5％ 10.2％ 10.1％ 10.4％ 
軽減なし 40.1％ 40.0％ 41.0％ 40.2％ 40.3％ 

 

グラフ８ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
７割軽減 2,655 2,784 2,780 2,712 2,602 
５割軽減 1,376 1,274 1,253 1,219 1,174 
２割軽減 910 858 847 797 798 
軽減なし 3,309 3,279 3,387 3,180 3,085 

34.0%

15.3%
10.4%

40.3%

R6軽減世帯割合

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし
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◆その他の軽減、減免 
①非自発的に失業し 

た人の軽減措置 
非自発的な理由（倒産・解雇・雇い止め）で失業した 65 歳未満の人の国⺠健康保険税にお
いて、前年所得のうち給与所得を 30％として算定する。91 件 

②旧被扶養者の減免 会社の社会保険などから後期高齢者医療制度に移⾏することにより、その被扶養者である
65 歳から 74 歳の方が新たに国⺠健康保険に加入することになる場合、軽減される。35 件 

③未就学児に係る軽
減措置 

【令和４年度から】⼩学校入学前の子どもの国⺠健康保険税の均等割額を２分の１軽減す
る。251 世帯 

④産前産後期間の免
除措置 

【令和６年１月から】出産する被保険者の産前産後期間の国⺠健康保険税（所得割・均等
割）を免除する。18 件 

 

 使用料及び手数料  

 国⺠健康保険税の収納に係る督促手数料。 
表 18                                                   （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
督促手数料 580,636 553,816 574,052 455,200 459,960 

 

 国庫⽀出金  

 オンライン資格確認等に係るシステム改修や新型コロナウイルス感染症及び令和 2 年 7 月豪⾬に関する国⺠健康
保険税の減免、マイナンバーカード申請補助業務、出産育児⼀時金増額に対する補助金。 
表 19                                                   （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
国庫⽀出金 10,189,000 3,449,000 402,000 198,000 5,431,000 

 

 県⽀出金  

◆普通交付金 
 保険給付費に対する交付金。 
表 20                                                   （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
普通交付金 4,473,146,074 4,657,986,351 4,500,059,109 4,432,841,279 4,191,439,951 
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グラフ９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆特別交付金 

市町村の財政状況その他特別な事情に応じて熊本県が交付するもの。具体的には市町村への特別調整交付金分、
都道府県繰入金分、保険者努力⽀援制度分、特定健診等費用の３分の２負担分など。 
表 21                                                   （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
保険者努力⽀援分 24,027,000 25,465,000 41,163,000 42,549,000 47,210,000 

特定健康診査等負担金 12,140,000 11,854,000 14,870,000 13,015,000 13,006,000 
都道府県繰入金 48,496,000 43,544,000 42,076,000 42,701,000 32,137,000 
特別調整交付金 109,216,000 93,329,000 89,310,000 97,485,000 65,723,000 

合計 193,879,000 174,192,000 187,419,000 195,750,000 158,076,000 
グラフ 10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 財産収入  

 菊池市国⺠健康保険財政調整基金利子収入。 
表 22                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
財産収入 82,286 72,195 59,728 59,001 39,881 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

R2 R3 R4 R5 R6(見込)

（単位：万円） 特別交付金

保険者努力⽀援分 特定健康診査等負担金 都道府県繰入金 特別調整交付金 合計

40

41

42

43

44

45

46

47

R2 R3 R4 R5 R6(見込)

(単位：億円) 普通交付金

(年度) 

(年度) 
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 繰入金  

◆⼀般会計繰入金 
 ⼀般会計からの補助。市町村の義務として⾏わなければならないもの（法定）と、歳入不⾜の解消や安定した国⺠ 
健康保険運営を目的に、政策的に⾏うもの（法定外）がある。 

・保険基盤安定繰入金 
保険税軽減分・・・軽減した保険税を補填する（財源：県３／４、市１／４） 

  保険者⽀援分・・・低所得者を多く抱える市町村を⽀援するための繰入金（財源：国１／２、県１／４、 
           市１／４） 

・出産育児⼀時金繰入金 
出産育児⼀時金給付額の 2/3 を⼀般会計から補填する。 

・財政安定化⽀援事業繰入金 
被保険者に低所得者や高齢者が多い、病床数が過剰であるなどの保険者の責めに帰することのできない事情に 

よる保険税の減収、医療費の増加に着目して、⼀般会計からの繰り入れについて地方交付税措置が設けられてお 
り、その金額に見合った繰入金。 

・事務費繰入金 
  国⺠健康保険事務に要する経費相当分について、⼀般会計から繰り入れるもの。 
・未就学児均等割保険税繰入金 （令和４年度より） 
  ⼩学校入学前の子どもの国⺠健康保険税の均等割額を２分の１軽減に係る繰入金。 

（財源：国１／２、県１／４、市１／４） 
・産前産後保険税繰入金（令和６年１月より新設） 
  出産する被保険者の産前産後期間の国⺠健康保険税（所得割・均等割）免除に係る繰入金。 

（財源：国１／２、県１／４、市１／４） 
◆基金繰入金 
 歳入不⾜により菊池市国⺠健康保険基金取り崩し分。 
表 23                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
保険基盤安定繰入金 
（保険税軽減分） 

231,657,395 233,009,705 228,717,476 223,418,329 218,173,808 

出産育児⼀時金 
繰入金 

15,297,173 13,860,898 8,642,748 15,581,936 6,712,185 

財政安定化⽀援事業 
繰入金 

85,199,811 90,554,299 89,967,107 90,475,431 69,183,590 

保険基盤安定繰入金 
（保険者⽀援分） 

119,849,277 117,025,518 118,995,020 112,664,533 110,981,387 

国⺠健康保険事務費 
繰入金 

43,398,000 44,733,000 45,453,000 45,608,000 51,452,000 

未就学児均等割 
繰入金 

― ― 4,601,022 4,163,367 3,664,254 

産前産後繰入金 ― ― ― 164,171 391,440 
⼀般会計繰入金合計 495,401,656 499,183,420 496,376,373 492,075,767 460,558,664 

基金繰入金 0 5,000,000 0 90,000,000 182,000,000 
合計 495,401,656 504,183,420 496,376,373 582,075,767 642,558,664 
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グラフ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 繰越金  

前年度収⽀による繰越金。 
表 24                                                    （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
前年度繰越金 209,926,225 7,274,594 6,227,765 32,119,705 3,838,672 

 

 諸収入  

◆延滞金 
  国⺠健康保険税の延滞金。 
◆第三者納付金 

交通事故等の第三者⾏為による医療費の賠償。 
◆被保険者返納金 
  国⺠健康保険資格喪失後の受診に係る不当利得の返還金、他医療保険との保険者間調整を実施。 
表 25                                                   （単位：円） 

 R2 R3 R4 R5 R6(見込) 
延滞金 7,329,509 8,482,091 6,237,998 4,593,527 3,646,349 

第三者納付金 5,854,705 17,275,535 4,100,877 3,167,346 11,902,879 
返納金 25,388,967 24,640,457 12,077,232 12,842,029 17,910,682 
雑入 0 1,227,818 467,634 0 0 

 

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

R2 R3 R4 R5 R6(見込)

(単位：億円) ⼀般会計繰入金

(年度)
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■国保財政調整基金残高状況（年度別推移）  

     

 年 度 内  容 金      額    備   考 （単位：千円） 

 

平成２６年度 

基金取崩し額 ０円 
25 年度繰越金 

    144,297-      
 基金積立額 ２５，８９１円 

年度末残高 ４３，３１４，４１３円 

平成２７年度 

基金取崩し額 ０円 
26 年度繰越金 

  51,716-     
 基金積立額 ３，２５７円 

年度末残高 ４３，３１７，６７０円 

平成２８年度 

基金取崩し額 ０円 
27 年度繰越金 

  0  
 基金積立額 ４５，６０８円 

年度末残高 ４３，３６３，２７８円 

平成２９年度 

基金取崩し額 ０円 
28 年度繰越金 

  120,858-     
 基金積立額 １２０，９０４，６９７円 

年度末残高 １６４，２６７，９７５円 

平成３０年度 

基金取崩し額 ０円 
29 年度繰越金 

 68,394-     
 基金積立額 １０３，９４８円 

年度末残高 １６４，３７１，９２３円 

令和元年度 

基金取崩し額 ０円 
30 年度繰越金 

126,291- 
 基金積立額 ８２，６８１円 

年度末残高 １６４，４５４，６０４円 

令和２年度 

基金取崩し額 ０円 
元年度繰越金 

209,926- 
 基金積立額 １０６，７３４，２８６円 

年度末残高 ２７１，１８８，８９０円 

令和３年度 

基金取崩し額 ０円 
２年度繰越金 

6,323- 
 基金積立額 ７２，１９５円 

年度末残高 ２７１，２６１，０８５円 

令和４年度 

基金取崩し額 ５，０００，０００円 
３年度繰越金 

7,274- 
 基金積立額 ５９，７２８円 

年度末残高 ２６６，３２０，８１３円 

令和５年度 

基金取崩し額 ０円 
４年度繰越金 

32,119- 
 基金積立額 ２７，４２９，００１円 

年度末残高 ２９３，７４９，８１４円 

令和６年度 

基金取崩し額 ９０，０００，０００円 
５年度繰越金 

3,838- 
 基金積立額 ３９，８８１円 

年度末残高 ２０３，７８９，６９５円 

令和７年７月現在 

基金取崩し額 １８２，０００，０００円 
６年度繰越金 

4,317- 
 基金積立額 ９５，５３９円 

年度末残高 ２１，８８５，２３４円 
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菊池市国⺠健康保険税について

菊池市国⺠健康保険運営に関する協議会
健康福祉部 保険年⾦課

議題２
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菊池市国⺠健康保険税について
• 平成20年度より税率を改正せず運営を行って参りましたが、被保険者数の

減少や一人当たりの医療費の上昇などにより、その運営も厳しくなり、令
和7年度には基金が底をつく見込みとなりました。

18



菊池市国⺠健康保険税について
• 熊本県は令和12年度を目標に、加入者の保険税負担の公平性を図るため、

同じ世帯構成・所得であれば県内のどこの市町村でも同じ保険税とする県
内の保険料率の統一に向けて動き出しています。

(熊本県概要抜粋)
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菊池市国⺠健康保険税について

介護分⽀援⾦分医療分区分

2.0％2.5％8.0％所得割

10,000円7,800円28,000円均等割

7,000円7,500円25,000円平等割

介護分⽀援⾦分医療分区分

2.3％
（＋0.3％）

2.8％
（＋0.3％）

9.0％
（＋1.0％）

所得割

17,700円
（＋7,700円）

8,800円
（＋1,000円）

31,400円
（＋3,400円）

均等割

―

（－7,000円）
8,400円
（＋900円）

28,000円
（＋3,000円）

平等割

【改正前】 【令和７年度から】
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菊池市国⺠健康保険税について

子ども・子
育て支援分介護分⽀援⾦分医療分区分

●％2.3％2.8％9.0％所得割

●●円17,700円8,800円31,400円均等割

ーー8,400円28,000円平等割

【令和８年度以降税率算定のイメージ】

子ども・子育て
支援金分（案）
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諮問・答申について

『 』

(審議事項)
第４条 協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5)

２ 諮問に応じ、答申する。

24



諮問と答申とは？

判断を行い、決定するために
必要な意見を求めるために協
議会に問いかけます

話し合い、答えをまとめます

※諮問は、あくまでも意見や知識を求めるために行われるもので、
答申内容には、直接的な決定権などはありませんが、取りまとめられた
意見等は判断に活かさせてもらいます。

諮問 答申

協議会

答えを返します
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今後のスケジュール（案）
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参考資料
社会保障審議会医療保険部会資料より
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各保険者の比較（令和４年度）
厚生労働省　医療保険に関する基礎資料より



菊池市国⺠健康保険加入状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R2 R3 R4 R5 R6 

国保被保険者(人) 12,257 11,951 11,360 10,921 10,491 

後期高齢被保険者(人) 8,316 8,318 8,468 8,645 8,786 

市人口(人) 47,715 47,077 46,820 46,646 46,527 

国保加入率 25.7％ 25.4％ 24.3％ 23.4％ 22.5％ 

国保加入世帯(世帯) 7,103 7,000 6,780 6,578 6,413 

市世帯(世帯) 19,635 19,634 19,962 20,276 20,697 

国保世帯加入率 36.2％ 35.7％ 34.0％ 32.4％ 31.0％ 
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第三節 国民健康保険運営協議会 

一 設置の趣旨 

 第十一条 国民健康保険事業の運営に関する事項（国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府

県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項）を審議させるため、都道府県に都道府県の国

民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

 ２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（保険給付、保険料の徴収その他の重要事項）を審

議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

 ３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する

事項を審議することができる。 

 ４ 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、

政令で定める。 

 

 国保事業の運営の適正を図るためには、被保険者、療養担当者、一般住民それぞれの立場の利

害を調整して、その事業の運営が円滑に行われるようにしなければならない。 

 この趣旨から都道府県及び市町村は、国民健康保険運営協議会（以下「運営協議会」という。）

を設置しなければならない。 

 都道府県の運営協議会は、都道府県の諮問機関として、国民健康保険事業費納付金の徴収、都

道府県国民健康保険運営方針の作成その他重要事項を審議する。 

市町村の運営協議会は、市町村の諮問機関として、保険給付、保険料の徴収その他重要事項を

審議する。 

 国保事業を真に被保険者のための制度として円滑、かつ、民主的に運営するという見地から、

この運営協議会は重要な役割を担うものである。 

 

二 運営協議会の性格 

 運営協議会の性格は、都道府県及び市町村の執行機関の附属機関である。なお、地方自治法第

百三十八条の四第三項に「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関

の付属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調

査のための機関を置くことができる。」とされている。 

 このように附属機関は、その担任する事務の内容により調停、審査、諮問、調査の機関に分か

れるが、運営協議会は都道府県知事及び市町村長の諮問機関である。したがって、国保事業の運

営に関する重要事項についての都道府県知事及び市町村長の諮問に対して審議し、その結果の意

見を都道府県知事及び市町村長に答申し、都道府県知事及び市町村長の判断資料を提供するとい

う役割を果たすものである。もちろん、その意見は法的に都道府県知事及び市町村長を拘束する

ものではなく、また、諮問そのものが条例の制定改廃についての要件でもないから、条例の効力

に影響を与えることはない。 

 なお、運営協議会は都道府県知事及び市町村長の諮問機関であるが、たとえば都道府県知事及

び市町村長から諮問のない事項について、自発的に勧告、建議等を行うこともできるとされてい

る。 

 

「国保担当者ハンドブック」抜粋 
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